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１．設立年月日 ： 昭和９(1934)年10月22日

２．活動目的及び主な活動内容
本協会は、全国の知的障害関係施設・事業所を会員とする組織で、知的障害者の自立と社会・経済活動への参加
を促進するため、知的障害者の支援及び知的障害者の福祉の増進を図ることを目的としています。
【本協会の主な事業】
○知的障害に関する調査研究および結果の報告 
○知的障害関係施設・事業所における支援並びに運営の充実に資するための指導
○知的障害福祉の啓発普及を目的とした各種研修会等の開催
○社会福祉士養成施設の運営と、専門的な知識・技術並びに確固たる倫理観を有する社会福祉士の養成および
施設・事業所職員の資質の向上を図るための研修の実施 
○知的障害福祉に係る専門図書の刊行及び研究誌を発行と、国民に対する知的障害福祉の普及啓発 
○関係機関並びに関係団体との連携と知的障害福祉の向上に向けた提言ならびに要望活動
○地震・台風等の自然災害により被災した知的障害者、家族並びに施設・事業所への必要な支援 
○知的障害関係施設・事業所の経営の安定に貢献するため、全国の知的障害関係施設・事業所の職員を対象と
した相互扶助事業及び保険事業の実施。
○知的障害福祉に顕著な業績を残した者の表彰 等 
【部会・委員会】
様々な活動を行うため、施設・事業の種類ごとに、または活動の分野ごとに部会や委員会を設けています。
【本協会の歩み】
昭和９年１０月２２日に設立、昭和４２年８月８日に財団法人認可、平成２５年４月１日に公益財団法人認可

３．加盟団体数（又は支部数等）： 全国９地区・47都道府県に支部組織を置く

４．会 員 数  ： 6,532施設・事業（令和7年12月1日時点）

５．法人代表  ： 会長 樋口 幸雄

公益財団法人 日本知的障害者福祉協会の概要
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（概要）
【基本的な考え方】
R6年度報酬改定にて各種加算や人員体制拡充等により費用が増加
したが、これは障害のある人の地域生活を支える為の不可欠な費用
である。一方で事業所の取り組み内容等には大きな差があり、一律
に費用が増加し続けることは支援の質・公平性・制度の持続可能性
の観点から課題があると考える。安定的な従事者の確保と、取り組み
内容等が適正に評価・反映されたメリハリのある報酬体系とすること
で、障害のある人の安心した暮らしの支援体制構築と業界全体の底
上げ、持続可能な制度構築に繋がると考え、以下について提言する。

〇背景
・障害福祉サービスの実績や経験が少ない事業体の参入増加
・R6年度報酬改定にてグループホームの総量規制に言及
・多様な状態像の利用者を受け入れるサービス資源の不足
・利用者ニーズに沿った取り組みの事業所間格差
〇提言
・障害福祉計画による一律の総量規制は慎重に（視点1・3）
・事業所指定の在り方の厳格化・意見申出制度の強化（視点1・3）
・事業所の取組状況等に応じた評価、報酬設定（視点1・2・3）

〇背景
・「福祉専門職員配置等加算」の併給は生活介護のみ
・上記加算額は定員50名規模でも月40万円程度
・3年を大きく超える勤続年数や35%を大きく超える有資格率であっ
 ても評価が変わらない
・一部の国家資格のみが対象となっている
・非常勤職員の有給休暇や研修参加が常勤換算に算定できない
〇提言
・福祉専門職員配置等加算の併給を全サービスに拡大（視点3）
・経験や専門資格が十分に評価される単価に増額（視点3）
・勤続年数・有資格率について上位区分を創設（視点3）
・現行の対象資格に専門性を評価できる資格等を追加（視点3）
・非常勤職員の有休・研修参加の取扱を常勤職員同様に（視点3）

〇背景 【別添８団体調査等参照】
・給与等  障害福祉30.8万円/月 全産業38.6万円/月
・有効求人倍率 障害福祉3.36倍   全産業1.14倍
・賃上げ率 障害福祉3.81%  全産業5.25%
・物価上昇率  R5年 3.2% R6年 2.7% R7年(10月) 3.0%
〇提言
・障害福祉分野と全産業との賃金格差の是正（視点2・3）
・物価指数・人事院勧告等に毎年連動する報酬設定（視点1・2・3）

〇背景
・包括的経営の障壁となる処遇改善の制度間格差
・処遇改善対象外職種に対する不均衡や法人負担の増加
〇提言
・障害・介護・保育の処遇改善の仕組みの一元化（視点2）
・相談支援事業の加算対象事業への追加（視点2）
・福祉・介護職以外の職種の加算算定基礎への算定（視点2）

〇背景
・「障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に
 係る検討会」の報告書と して取りまとめが示された
・日中サービス支援型グループホームの課題が指摘されている
〇提言
・検討会報告書の内容の実現に向けた報酬上の評価（視点3）
・日中サービス支援型グループホームにおける、本人のニーズに
 基づく他の日中サービスの利用の促進（視点1・3）

〇背景
・食料品指数(農水省) 令和2年 100 令和5年 128.1
・住宅・土地統計調査(総務省) 借家の家賃R2 R5年7.1％増加
〇提言
・障害者支援施設の食費等の基準費用額と補足給付額の引上げ
・通所事業所における食事提供体制加算の引上げ（視点3）
・グループホームの補足給付額（家賃補助）の引上げ（視点3）

〇背景
・支援メニュー充実の一方で構造が複雑化（加算160減算数29）
〇提言
・加算の算定要件等の簡素化と整理（視点1）

１ 適正なｻｰﾋﾞｽ供給と取組評価による制度の持続可能性の両立

２ 社会実態に応じた即時性の高い報酬設定と賃金格差の是正

３ 処遇改善の制度間一元化と対象の拡大

４ 経験や専門性がさらに活かされる事業所運営体制

５ 生活の基盤である居住支援の在り方の再構築

６ 障害のある人が安心して地域生活を送ることができる財政支援

７ 報酬構造の簡素化・合理化
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⚫ 昨今の急激な物価高騰や企業で高水準の賃上げが行われる中、障害福祉サービスは公的価格であることから容
易に対応することができず、厳しい経営状況となっている。

⚫ 急激な物価の高騰は特に所得の少ない障害のある人たちの生活に甚大な影響を及ぼしている。

⚫ 障害福祉サービスに係る国の予算額が大幅に増加していることが取り上げられているが、費用が増加した理由に
ついては精緻に分析を行う必要がある。令和6年度報酬改定後に利用者1人当たりの費用が大幅に伸びた一因に
は、令和6年度改定において、強度行動障害や医療的ケアなどに対応するための加算や人員配置体制の拡充な

どが行われたことが考えられる。これらはすべて障害のある人のニーズに基づくもので、サービスの質に直結する
ものであり、障害のある人の地域生活の充実等を推進する上で避けられない費用であることから、制度の持続可
能性を検討する上であっても削減すべきではないと考える。

⚫ 一方で、重度者や強度行動障害のある人を受け入れていない事業所や、意思決定支援や体験・経験・社会参加等
の取組を積極的に行っていない等により、障害のある人や地域のニーズに沿わない事業所など、事業所の取り組
み内容には大きな差があることが指摘されており、支援の質や公平性の観点において問題となっていることから、
そうした事業所を是正し、持続可能性の高い制度としていく必要がある。

⚫ 障害のある人たちが地域の中で安心して暮らし、それぞれの想いを実現していくためには、暮らしの形態を問わず、
自らの意思に基づいた自分らしい暮らしを選択できることが求められる。そのためには、障害のある人がどこで暮
らしていても地域での生活を実感できる暮らしの支援の在り方の再構築と、良質な福祉人材の確保・育成、事業所
のサービスの質の評価等が必要不可欠である。

障害のある人が将来も安心して暮らすことのできる持続可能性の高い制度の構築に向けて、安定的に福祉従事者を
確保し、質の高いサービスを提供する事業所に対する適正な評価を反映した報酬体系となるよう、以下について提言
する。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）

基本的な考え方
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• 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定で引き続き検討・検証を行う事項として、障害福祉サービスの地域差の
是正に向けた事業所指定の在り方が挙げられている。障害福祉関係予算が増大する中、障害福祉サービスの実
績や経験が少ない事業所の参入が増えている。

• 多様な経営主体が参入し、量的には障害福祉サービスが増えているが、重度の障害や強度行動障害のある人な
ど多様な状態像の利用者を受け入れるグループホームなどは圧倒的に不足している。

• 社会保障審議会（福祉部会・障害者部会）等で検討されているグループホームの総量規制については、地域の実
情は様々であり、一律の総量規制には疑問を呈する声もある。

• 利用者の意思決定支援を実践し、利用者のニーズに沿った多様な取り組みを行っている事業所もあれば、そう
いった取組を積極的に行っていない事業所もある。

• 令和6年度報酬改定後に費用が大幅に伸びた一因として、強度行動障害や医療的ケアなどに対応するための加

算や人員配置体制の拡充などが考えられるが、障害のある人のニーズに基づくもので、地域生活の充実等を推
進する上で不可欠な費用である。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）

１ 適正なサービス供給と取組評価による制度の持続可能性の両立

• 各地域における利用者のニーズは多様であり、一律の総量規制は行うべきでないこと。（視点１・視点３）

• 一方で、質の高いサービスの提供体制を確保するため、新規事業所の指定の在り方を厳格化するとともに、市町

村による意見申し出制度を強化すること。（視点１・視点３）

• 持続可能な制度としていくために、事業所の取組状況等によって報酬に差を設ける等、事業所の取組に見合った

適切な評価、報酬とすること。（視点１・視点２・視点３）

背景・論拠

意見・提案
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• 障害福祉分野の賃金水準（月額30.8万円）は、全産業平均（月額38.6万円）と比べ、令和6年度平均で月額7.8万
円程度低い水準にある。また、令和6年度の障害福祉関係の有効求人倍率は3.36と全職種の1.14に比して約3倍
の水準となっており、福祉・介護人材の確保がより困難な状況となっている。

• さらに、令和7年度の全産業（春闘）の賃上げ率は昨年度（5.1％）を超える5.25％であり、令和7年度の人事院勧告
は定期昇給分にベースアップ分を加えたモデル試算では5.1％の給与改善となっている。

• 一方、本会を含む障害福祉関係8団体で9月末に実施した調査結果によれば、障害福祉分野の賃上げ率は
3.81％と、令和6年度の賃上げ率（3.93％）を下回っており、全産業平均との賃金水準の格差がますます拡大して
いる。

• 急激な物価高騰の中で、事業者は経営努力でなんとか持ちこたえているが、水光熱費や日用品費はもちろん、食
事の提供にかかる経費や外部委託の費用等、あらゆる費用が値上げされており、非常に厳しい状況となっている。

• 昨今の大幅な賃上げ基調と更なる物価高騰が今後も想定される中、現行の改定周期では全産業との賃金水準
の格差は拡大する一方である。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）

２ 社会実態に応じた即時性の高い報酬設定と賃金格差の是正

• 質の高い障害福祉人材を確保し、質の高いサービスを安定的に提供するため、早急に障害福祉分野と全産業と

の賃金格差を是正すること。（視点２・視点３）

• 基本報酬については、現行の改定周期（３年ごと）ではなく、物価（消費者物価指数等）や人件費の上昇率（全産

業の賃上げ率または人事院勧告のベースアップ率等）に毎年連動する仕組み（スライド制）とすること。（視点１・

視点２・視点３）

背景・論拠

意見・提案
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• 処遇改善加算については、人事院勧告ベースの保育分野や、仕組みは同じでも別制度の介護分野など、処遇改
善制度の多用と縦割り制度の中で、制度間格差が生じている。

• そのため、多角経営する社会福祉法人等では職員への公平感を持った処遇に苦慮しており、法人の包括的経営
の障壁となっている。

• 処遇改善加算の対象外の事業や職種もあるため、職場内での不均衡や法人負担が増加（対象外職種に対する
法人持ち出しでの対応等）している現状がある。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）

３ 処遇改善の制度間一元化と対象の拡大

• 処遇改善の仕組みや運用について、制度間の一元化を行うこと（視点２）

• 相談支援事業を加算の対象へ追加すること（視点２・視点３）

• 福祉・介護職員以外の職種についても加算算定基礎へ算入すること（視点２）

背景・論拠

意見・提案

7



• 支援の質の向上のため、経験豊富な専門性の高い職員や有資格者を多く採用している事業所については更なる
評価が必要である。

• 現行の「福祉専門職員配置等加算」（以下、専門職加算）は、令和6年度報酬改定で拡充され、生活介護について

は加算（Ⅰ）もしくは（Ⅱ）と加算（Ⅲ）の併給が認められたが、生活介護以外のサービスでは併給が認められてい
ない。併給した場合であっても単価が低く（加算（Ⅰ）と（Ⅲ）を併給した場合の50名規模の生活介護事業所で月40
万円程度）、有資格者や経験豊富な専門性の高い職員を雇い続けるには不十分である。

• 専門職加算では、有資格者の配置率（35％以上、25％以上）と常勤率（75％以上）、勤続年数3年以上従事者の
割合（30％以上）の評価しかなく、例えば勤続10年、20年以上のベテラン職員が多い職場や、有資格者をより多く
配置している事業所の評価が不足しており、長く務める専門的な職員の賃金の上昇分は賄えない。

• 支援の質の向上のためには、障害種別に特有の知識や専門性も不可欠である。専門職加算については現行の
対象国家資格のみならず、障害団体等が認定する一定の要件を満たした資格等の取得率も評価する必要がある。

• また、非常勤職員については、常勤職員と異なり、研修会への参加や有給取得の際に、常勤換算に算定されない
ことが課題となっている。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）

４ 経験や専門性がさらに活かされる事業所運営体制

• 福祉専門職員配置等加算を以下の通り更に拡充すること。（視点３）

①福祉専門職員配置等加算の併給を全サービスに拡大

②経験や専門資格が十分に評価される単価に増額

③勤続年数・有資格率についての上位区分（勤続5年、10年、20年以上等、有資確率50％以上等）を創設

④現行の対象資格に専門性を評価できる資格を追加

• 非常勤職員の有給休暇や研修参加時の取扱いを、常勤職員と同様に常勤換算に算定可能とすること。（視点3）

背景・論拠

意見・提案

8



• 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定において引き続き検討・検証を行う事項として挙げられた障害者支援施
設の在り方については、令和７年９月に「障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討
会」（以下、障害者支援施設の在り方検討会）の報告書として取りまとめが示された。

• またここ数年日中サービス支援型グループホームの在り方については課題が指摘されているが、特に本人の意
思に反し日中にホーム内での生活を強いられているケースなども散見される。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）

５ 生活の基盤である居住支援の在り方の再構築

• 障害者支援施設の在り方検討会の報告書に記載された内容の実現に向けた報酬上の評価を行うこと。（視点３）

①利用者の意思・希望の尊重

②地域移行の促進とサテライトの創設等

③日中活動の外部利用の促進

④個室化・生活単位の小規模化の促進

• 日中サービス支援型グループホームにおいては、本人のニーズに基づき他の日中サービスの利用がさらに促進

されるような仕組みとすること。（視点３）

背景・論拠

意見・提案
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• 物価の高騰（食料品指数は令和2年を100とすると令和７年は128.1）や、借家の家賃の高騰（平成30年～令和5年
で7.1％上昇）により、障害のある人の暮らしは非常に厳しくなっていることから、障害福祉サービスの質を担保し、
障害のある人が安心して暮らすことができるよう、以下の金額の引上げが必要。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）

６ 障害のある人が安心して地域生活を送ることができる財政支援

• 障害のある人が安心して暮らせるよう以下の金額の引上げを行うこと。（視点３）

①障害者支援施設における食費等の基準費用額並びに補足給付額の引上げ

②通所事業所における食事提供体制加算の引上げ

③グループホームにおける補足給付額（家賃補助）の引上げ

背景・論拠

意見・提案

７ 報酬構造の簡素化・合理化

• 障害福祉サービスにおいては、年々支援メニューが充実し、多様なニーズに応える仕組みが構築されているが、
一方で障害福祉サービス（障害児含む）の加算総数は１６０種類、減算総数は２９と、大変複雑になっており、事務
負担が極めて煩雑となり負担が増大している。

• 障害福祉サービスの報酬構造の簡素化・合理化を行うこと。（視点１）

①加算の算定要件等の簡素化

②目的や内容が類似する加算の整理等

背景・論拠

意見・提案
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【参考資料】 １ 適正なサービス供給と取組評価による制度の持続可能性の両立

●事業所指定の在り方の厳格化・意見申出制度の強化（視点1・3）

（令和7年3月14日第146回社会保障審議会障害者部会） 障害福祉分野における運営指導・監査の強化について 参考資料1

・運営指導（実地指導）の実施率は20％以下である。
・行政処分のあった法人種別では、営利法人の割合が圧倒的に多い。

11



障害福祉関係分野職種における労働市場の動向（有効求人倍率の動向）

○ 障害福祉サービス等従事者を含む関係職種の有効求人倍率は、全職種より高い水準で推移している。

【出典】厚生労働省職業安定局「職業安定業務統計」により厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課において作成。
注１）上記はパートタイムを含む常用の数値。常用とは、雇用契約において雇用期間の定めがないか又は4か月以上の雇用期間が定められているものをいう。パートタイムとは、

1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短いものをいう。
注２）上記の数値は、新規学卒者及び新規学卒者求人を除いたものである。
注３）「障害福祉関係の職業」は、平成24年度以前は「社会福祉専門の職業」の数値。平成25年度以降は、「社会福祉の専門的職業（保育士、福祉相談員等）」と「介護サービス

の職業」を合計した数値。
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0.87 
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全職業計 障害福祉関係の職業

【参考資料】 ２ 社会実態に応じた即時性の高い報酬設定と賃金格差の是正

●障害福祉分野と全産業との賃金格差の是正（視点2・3）
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【参考資料】 ２ 社会実態に応じた即時性の高い報酬設定と賃金格差の是正

●障害福祉分野と全産業との賃金格差の是正（視点2・3）
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【参考資料】 ２ 社会実態に応じた即時性の高い報酬設定と賃金格差の是正
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【参考資料】 ２ 社会実態に応じた即時性の高い報酬設定と賃金格差の是正

（総務省ホームページ 2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年(令和7年)10月分）
（https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/pdf/zenkoku.pdf） 15



【参考資料】 ２ 社会実態に応じた即時性の高い報酬設定と賃金格差の是正

●物価指数・人事院勧告等に毎年連動する報酬設定（視点1・2・3）

株式会社 福祉総研 【令和7年度（2025年度）】34年ぶり3.62％増の人事院勧告 公定価格（保育園・認定こども園など）への影響を予測
https://fukushi-soken.com/column/column250815
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【参考資料】 ３ 処遇改善の制度間一元化と対象の拡大

●処遇改善の制度間一元化（視点2・3）

令和7年5月9日 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会（第6回） 資料1
17



【参考資料】 ４ 経験や専門性がさらに活かされる事業所運営体制

●非常勤職員を常勤職員と同様の常勤換算の取扱い

平成１４年３月２８日付け厚生労働省老健局振興課 事務連絡
「運営基準等にかかるQ＆Aについて」 抜粋

平成19年12月19日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障
害福祉課事務連絡
「障害福祉サービスに係るＱ＆Ａ（指定基準・報酬関係）（ＶＯＬ.２）の
送付について」抜粋

常勤換算 可 不可

常勤職員
・有給休暇
・業務としての外部研修
・出張

・休職

非常勤職員 ―
・有給休暇
・業務としての外部研修
・出張
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【参考資料】 ４ 経験や専門性がさらに活かされる事業所運営体制

●非常勤職員を常勤職員と同様の常勤換算の取扱い

【従業者の欠勤】
問３ 平成19年12月19日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「障害福祉サービス

に係るＱ＆Ａ（指定基準・報酬関係）（ＶＯＬ．２）の送付について」の問６（以下、「当該Ｑ＆Ａ」という。）において、
職員が病欠等により出勤していない場合の取扱いが示されており、常勤職員については、病欠等で欠勤した場
合であっても常勤として勤務したものとして常勤換算に含めることができるとされている。

この点、共同生活援助事業所においては、勤務時間が同一であっても、夜勤の有無によって基準省令上の常
勤・非常勤を区分し、欠勤の際に異なる取扱いをすべきか。

（答）

共同生活援助事業所において、当該事業所における勤務時間の合計（夜勤等を含む）が、事業所の定める常
勤の従業者が勤務すべき時間に達している従業者については、当該Ｑ＆Ａで示している常勤職員に対する取
扱いと同様の取扱いをして差し支えない。
なお、本Ｑ＆Ａは基準省令における「常勤」の取扱いを変更するものではないことを申し添える。

平成31年3月29日 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 事務連絡
障害福祉サービス等報酬に関するQ＆A（平成31年3月29日）
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【参考資料】 ５ 生活の基盤である居住支援の在り方の再構築

●検討会報告書の内容の実現に向けた報酬上の評価
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【参考資料】 ６ 障害のある人が安心して地域生活を送ることができる財政支援

（農林水産省ホームページ「食品の価格動向」 https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/kouri/）

●障害者支援施設の食費等の基準費用額と補足給付額の引上げ
●通所事業所における食事提供体制加算の引上げ
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【参考資料】 ６ 障害のある人が安心して地域生活を送ることができる財政支援

●グループホームにおける補足給付額（家賃補助）の引上げ

(総務省ホームページ
総務省統計局 令和５年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計（確報集計）結果 ２０２４年９月２５日公表)
https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/tyousake.html
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【参考資料】 ６ 障害のある人が安心して地域生活を送ることができる財政支援

(総務省ホームページ
総務省統計局 令和５年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計（確報集計）結果 ２０２４年９月２５日公表)
https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/tyousake.html 23
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